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東京都板橋区都市計画審議会 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同

法第１９条第１項の規定に基づき、下記の事項について付議する。 

 

 

令和６年９月９日 

 

                       

東京都板橋区長      

坂 本   健 

（公 印 省 略） 

 

 

記 

 

 

東京都市計画地区計画大山駅東地区地区計画の変更について（板橋区決定） 

 

 

 

理由  駅近接の商業地及び住宅地からなる市街地において、大山

駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う

鉄道付属街路に関する都市計画が令和元年 12月に決定され

たことを踏まえ、にぎわいのある商業地と安全・安心で良好

な住環境を維持するとともに、合理的な土地利用を図るため

地区計画を変更する。  
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